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国道１７号三国峠通行止め解除

関越自動車道（月夜野IC・水上IC⇔湯沢IC相互間利用）
の通行料金の無料通行措置は９時で終了します。

平成２６年２月２２日８時３０分

記者発表資料

国道１７号三国峠において、雪崩が発生したため、平成２６年２月１５日から通行止めとして
いましたが、除排雪作業が完了し、雪崩の専門家による点検およびパトロールにより安全が確認
されたことから、平成２６年２月２２日（土）午前９時に通行止めを解除します。

なお、国道１７号三国峠通行止め解除に伴い、関越自動車道の月夜野IC・水上IC⇔湯沢IC相互
間の通行料金無料措置は終了します。

■国道１７号三国峠通行止め解除
群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉～新潟県南魚沼郡湯沢町三国

■関越自動車道の通行料金無料措置の終了

区間：月夜野IC・水上ICと湯沢IC相互間の終了
日時：平成２６年２月２２日（土）９時００分終了

平成２６年２月２２日
国土交通省関東地方整備局
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